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Anego のルール(規約) 

 

１．このグループは、名称を Anego（読み方はアネゴ）と称します。  

２．Anego は、あらゆるセクシャリティの人が尊重されることを目的とします。  

３．Anego は、ルール２の目的を達成するために次の活動を行います。  

（１）あらゆるセクシャリティを尊重する活動の応援  

（２）セクシャリティへの理解を深める活動  

（３）セクシャリティ・フリーで集まれる場の提供  

（４）セクシャリティについての悩みを相談できる機会の提供  

（５）自分を大切にする心の育成  

４．Anego の活動によって得られた資産は、ルール２に定める目的に則した用途にのみ使用できるもの

とします。  

５．Anego は会員へ向けて、活動に係る計画と報告を適宜開示します。  

６．Anego の会員は次の 2 種類です。  

（１）コアメンバー：Anego の目的に賛同して入会し、Anego の運営に携わる個人。  

（２）メンバー：Anego の目的に賛同して入会した個人または団体（コアメンバー以外）。  

７．Anego の目的および活動に賛同する個人または団体であれば、Anego のルールに同意した上で、セ

クシャリティや性別、国籍、年齢などを一切問わず、入会を申し込むことができます。 入会に際し

ては、入会に必要な登録情報（名前、連絡先、入会動機など）を Anego に提出してください。  

８．会員（メンバー、コアメンバー）は Anego の活動に参加する上で、セクシャリティ、性別、住居、

国籍、年齢など自身の個人情報について、開示するか開示しないかを、自らの意思に基づき、自由

に選択できます。ただし、会員登録の手続きにおいては、非公開情報として情報の提示が必要です。  

９．Anego 会員（メンバー、コアメンバー）の個人情報について、本人の同意なしに口外することを禁

止します。ここでいう個人情報とは、個人を特定できる可能性がある全ての情報を指します。  

１０．会員（コアメンバー、メンバー）は、別に定める会費を納入してください。  

１１．会員（コアメンバー、メンバー）は、申し出により自由に退会することができます。  

１２．会員（コアメンバー、メンバー）は、次の事由により会員資格を喪失します。  

（１）1 年以上会費を滞納し、支払いの意思が確認できないとき。  

（２）除名されたとき。  

（３）申し出による退会。  

１３．会員（コアメンバー、メンバー）が次の項目に該当する際は、Anego 会員から除名する場合があ

ります。  

（１）会員が、Anego の名誉を著しく傷つけたとき、Anego の目的に反する行為をしたとき、また

は会員としてふさわしくないと判断されたとき。  

（２）Anego のルールに違反したとき。  

１４．すでに納めた会費や寄付、その他の提出金品は返還しません。  

１５．Anego の運営はコアメンバーによって運営されます。  
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１６．コアメンバーの人数および任期は制限を設けないものとします。  

１７．Anego の目的に賛同して入会し、Anego の運営に携わる意思のあるメンバーは、セクシャリティ、

性別、現住所、国籍、年齢などを一切問わずコアメンバーへの加入を申請できます。  

１８．コアメンバーは、Anego の運営に携わることが困難な場合、申し出によりコアメンバーを退任す

ることができます。  

１９．コアメンバーが次にあげる事由に該当するときは、解任する場合があります。  

（１）Anego の運営に 3 ヶ月以上参画していない場合。  

（２）コアメンバーとしてふさわしくない行為があると認められたとき。  

２０．コアメンバーは無報酬です。ただし、Anego の活動のためにコアメンバーが提供した必要経費が

ある場合は、報酬とは別に Anego から支出できるものとします。 


